
 

令和元年度 第２回奈良県渋滞対策協議会 

 

日時：令和２年２月４日（火）１４：００～ 

場所：奈良国道事務所 ４Ｆ会議室 

 

 

議 事 次 第 

 

（１）開会、挨拶 

 

（２）議 題 

１．これまでの取り組み状況 

２．主要渋滞箇所のモニタリング 

３．その他 

 

（３）閉 会 

 

 

 

 



奈良県渋滞対策協議会規約 

 

第 １ 章 総 則 

 

（名  称） 

第１条 本会は、奈良県渋滞対策協議会（以下「本協議会」という。）という。 

 

（目  的） 

第２条  本協議会は、関係機関の連携による検討体制を整え、課題の状況を継続的に把握・

共有し、効果的な渋滞対策の推進を図ることを目的とする。 

 

（審議事項） 

第３条 本協議会は、前条の目的を達成するために、次の審査を行う。 

   （１）道路交通渋滞に関する情報収集、データ整理、分析。 

   （２）渋滞対策計画の取りまとめ。 

   （３）その他、本協議会の目的達成に必要な事項。 

 

（構  成） 

第４条 本協議会は、別紙に掲げる委員をもって組織する。 

２．第３条の目的を達成するために各号に定める事項について、検討するための地域検討

ワーキンググループを設ける。 

 

（役  員） 

第５条 本協議会に次の役員を置く。 

      会 長 １名 

      副会長 １名 

 

第６条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

    会長は、近畿地方整備局奈良国道事務所長をもってあてる。 

 

第７条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

    副会長には、奈良県県土マネジメント部道路建設課長をもってあてる。 

  

（会  議） 

第８条 本協議会は、必要に応じ会長がこれを招集する。 

また、必要に応じて会長は別紙に掲げる委員以外からも本協議会へ参加を求めることが

できる。 

ワーキンググループは、検討内容毎に協議会の構成機関及び基礎自治体等から、関係す

る機関を招集する。 

 

 



（専門部会） 

第９条 必要に応じて詳細な渋滞対策を検討する専門部会を設置することができる。 

 

（事務局） 

第１０条 本協議会の事務局は、近畿地方整備局奈良国道事務所計画課及び奈良県県土マ

ネジメント部道路建設課に置く。 

 

（その他） 

第１１条 本規約によらない場合は、協議することとする。 

 

付   則 

 この規約は、平成5年6月15日施行 

       平成8年10月4日改正 

       平成9年9月8日改正 

       平成10年9月29日改正 

              平成16年3月23日改正 

              平成20年5月20日改正 

              平成21年3月24日改正 

       平成24年7月9日改正 

              平成26年6月25日改正 

       平成28年8月4日改正 

平成29年8月24日改正 

平成30年8月8日改正



 

別 紙 
 

奈良県渋滞対策協議会委員 
所 属 役 職 備 考 

 
奈良県道路利用者会議 会長  

 

 
一般財団法人奈良県ビジターズビューロー 事務局長 

 

 
奈良経済同友会 代表幹事 

 

 
国土交通省  近畿運輸局 
           奈良運輸支局 

支局長 
 

 
奈良県警察本部 交通部 交通企画課 

交通部参事官 
交通企画課長 

 

 
奈良県警察本部 交通部 交通規制課 交通規制課長 

 

○ 奈良県 県土マネジメント部 道路建設課 道路建設課長 
 

 
奈良県 県土マネジメント部 道路環境課 道路環境課長 

 

 
奈良県 県土マネジメント部 
まちづくり推進局 地域デザイン推進課 

地域デザイン推進課長
 

 
西日本高速株式会社 関西支社 
保全サービス事業部 交通計画課 

交通計画課長 
 

 
国土交通省 近畿地方整備局  
     道路部 道路計画第二課 

道路計画第二課長 
 

◎ 国土交通省 近畿地方整備局 奈良国道事務所 所長 
 

◎会長、○副会長 

 

 

【事務局】 

国土交通省 近畿地方整備局 奈良国道事務所 計画課 

奈良県 県土マネジメント部 道路建設課 

 

 



資料１

令和2年2月4日

令和元年度

第２回 奈良県渋滞対策協議会

【これまでの取組状況】



第
1
回
（
前
回
）

これまでの経緯 【渋滞対策協議会のこれまでの流れ】

○「今後の高速道路のあり方 中間とりまとめ（高速道路のあり方検討有識者委員会、平成23年12月）」において、効率性を阻害する渋滞ボトルネック
対策の重要性が指摘されたこと

○社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会においても、渋滞対策を含め、道路利用の適正化が議論されていること
○民間プローブデータが容易に取得可能となるなど、観測環境に大きな改善が見られること

渋滞対策の方針

課題の状況を継続的に把握・共有するとともに、
新たな交通観測データの分析等により効果的な渋滞対策の推進に取り組む

渋滞対策の検討経緯
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平成24年度の検討内容

主要渋滞箇所 63区間 147箇所

複数の主要渋滞箇所を含む区間 46区間（130箇所）

単独で主要渋滞箇所を形成する区間 17区間（ 17箇所）

「Ｈ25.1.25公表」

【主要渋滞箇所の選定】

パブリックコメントから
抽出した箇所

最新データによる確認
現地の状況等による確認

22箇所

旅行速度や損失時間
から抽出した箇所

道路利用者等の実感による確認
現地の状況等による確認

125箇所

〈主要渋滞箇所の選定フロー〉

主要渋滞箇所 59区間 138箇所

複数の主要渋滞箇所を含む区間 45区間（124箇所）

単独で主要渋滞箇所を形成する区間 14区間（ 14箇所）

※前回渋滞対策協議会までに
9箇所を指定解除

2



平成26～30年度の検討内容 【主要渋滞箇所の対策検討】

民間プローブデータを活用し、主要渋滞箇所周辺の速度状況
を把握・分析した

交通実態調査結果や現地状況確認結果をもとに渋滞要因を
分析し、主要渋滞箇所の対策案を検討した

交通ビッグデータを活用した検討 交通実態調査を活用した検討

地域専門部会の開催

担当者による地域専門部会を開催し、奈良市域・橿原市域・西和地区における主要渋滞箇所等の対策案の検討等を実施した

3

＜西和地区専門部会＞ ＜奈良市域専門部会＞ ＜橿原市域専門部会＞



4

選定後から現在までの対策実施状況（特定解除に関わる対策）

・主要渋滞箇所の選定以降、着実に道路
ネットワークの整備を進めながら、速効対
策を一体的に実施。
・9箇所の主要渋滞箇所を特定解除。

表示エリア
（全主要渋滞箇所を含むエリア）

勾田町
［右折車線設置（H26.3）］

慈恩寺北
［脇本道路（現道拡幅）供用（H26.3）］

玉手、御所実業南、冨田
［京奈和自動車道（H27.3）］

中町中川
［中町中川北交差点に集約（H26.9）］協和橋東詰

［上庄バイパス部分供用（現道拡幅）（H26.10）］

下土佐
［高取バイパス部分供用（H24.4）］

なかちょうなかがわ

じ お ん じ き た

た ま で

土田西
つ っ た に し

きょうわばしひがしづめ

ご せ じつぎょう と み た

し も と さ

凡例

対策実施箇所（特定解除済）

現在までに開通した道路

脇本道路
（H26.3開通）

京奈和自動車道［御所IC～御所南IC］
（H27.3開通）

高取バイパス
（H24.4部分開通）
京奈和自動車道［御所南IC～五條北IC］

（H29.8）

上庄バイパス
［椿井工区］
（H26.10開通）

まがた ち ょ う
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最新の渋滞概況

・最新の速度状況をみると、奈良市域、橿原市域、大和高田市域、西和地区等において速度の低い区間が確認出来る。
・奈良市域においては奈良駅や奈良公園周辺で速度低下しており、これらにアクセスする道路においても速度低下している。

＜奈良県域の平日昼間12時間平均速度（R1.9-11）＞

※使用データ：ETC2.0プローブデータ

昼間12時間

夕方ピーク（17-18時）

24

308

169

凡 例
10km/h以下
10km/h～20km/h
20km/h以上
主要渋滞箇所

24

308

169

観光地周辺
で速度低下

沿道に奈良駅や
商業施設が立地
し、速度低下

凡 例
10km/h以下
10km/h～20km/h
20km/h以上
主要渋滞箇所

＜奈良市域の平均速度（R1.9-11）＞

西和地区

※使用データ：ETC2.0プローブデータ

奈良市域

橿原市域

大和高
田市域

令和2年1月
専門部会で
検討を実施

名阪国道

凡 例
10km/h以下
10km/h～20km/h
20km/h以上
主要渋滞箇所

駅

駅

駅

市役所

駅等が密集
し交通集中

踏切周辺で
速度低下

朝ピーク（7-8時）

308

169

凡 例
10km/h以下
10km/h～20km/h
20km/h以上
主要渋滞箇所

24

南北方向の
幹線道路で
速度低下

市役所

踏切駅踏切

踏切

踏切

近鉄
踏切

踏切が多く、
速度低下
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道路ネットワーク整備の推進

・渋滞対策として京奈和自動車道を中心とした道路ネットワークの整備を推進。
・主要渋滞箇所の選定以降に開通した御所IC～五條北ICの並行区間では御所市付近で旅行速度の向上効果がみられる。

＜京奈和自動車道の整備状況＞

五條北IC

御所南IC

御所IC

橿原高田IC

橿原北IC

三宅IC

郡山南IC
郡山下ツ道JCT

木津IC

御所南PA付近から南を望む

※出典：国道交通省HP

選定時（H24）の12時間平均旅行速度 最新（R1）の12時間平均旅行速度

24 24

五條北IC五條北IC

五條IC

御所南IC

御所IC

橿原高田IC

並行する24号
で速度上昇

凡例

：選定後から現在までに開通した区間

：選定前に開通した区間

：事業中区間

＜京奈和自動車道（橿原高田IC～五條北IC）整備前後の速度状況＞

五條IC

凡 例
10km/h以下
10km/h～20km/h
20km/h～30km/h
30km/h～40km/h
40km/h～50km/h
50km/h以上
主要渋滞箇所

五條IC

凡 例
10km/h以下
10km/h～20km/h
20km/h～30km/h
30km/h～40km/h
40km/h～50km/h
50km/h以上
主要渋滞箇所

※使用データ：民間プローブデータ ※使用データ：ETC2.0プローブデータ

五條IC



＜奈良市域の平日夕ピーク（17-18時帯）の平均旅行速度＞

7

更なるネットワーク整備の推進
・慢性的に渋滞している奈良市域等での渋滞解消に向けて、京奈和自動車道の残る区間の整備を継続して推進していく

＜京奈和自動車道の整備状況＞

五條北IC

御所南IC

御所IC

橿原高田IC

橿原北IC

三宅IC

郡山南IC
郡山下ツ道JCT

木津IC

凡例

：選定後から現在までに開通した区間

：選定前に開通した区間

：事業中区間

郡山南IC

木津IC

24

308

169

京奈和自動車道の整備
により並行区間の速度

改善を図る

京
奈
和
自
動
車
道
（木
津
Ｉ
Ｃ
～
郡
山
南
Ｉ
Ｃ
）

五條IC

凡 例
10km/h以下
10km/h～20km/h
20km/h～30km/h
30km/h～40km/h
40km/h～50km/h
50km/h以上
主要渋滞箇所

※使用データ：ETC2.0プローブデータ



資料2

令和2年2月4日

令和元年度

第２回 奈良県渋滞対策協議会

【主要渋滞箇所のモニタリング】
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主要渋滞箇所の対策進捗状況

1

表示エリア
（全主要渋滞箇所を含むエリア）

勾田町
［右折車線設置（H26.3）］

慈恩寺北
［脇本道路（現道拡幅）供用（H26.3）］

玉手、御所実業南、冨田
［京奈和自動車道（H27.3）］

京奈和自動車道［御所IC～御所南IC］
（H27.3開通）

中町中川
［中町中川北交差点に集約（H26.9）］

脇本道路
（H26.3開通）

下土佐
［高取バイパス部分供用（H24.4）］

高取バイパス
（H24.4部分開通）

清滝生駒道路

小槻町
［京奈和道流入部の区画線変更（H27.9）］
［橿原北ランプ出口の2車線化（H28.11）］

京奈和自動車道［御所南IC～五條北IC］
（H29.8）

東室、室、小殿北、本陣
［京奈和自動車道（H29.8）］
［（小殿北）西行右折車線設置（H29.4）］

三条大路2丁目
［北行右折レーン2車線化（H30.2）］

王寺跨線橋北
［東行右折レーン延伸（H30.2）］

南田原バイパス中
［西行左折レーン設置（生駒市）（H29.8）］

天理IC
［導流路（指導線）の設置（H30.3）］

お ど の き た

みなみたわら

なかちょうなかがわ

まがた ちょう

じ お ん じ き た

た ま で

おうづくちょう

新堂ランプ
［南行右折レーン延伸（H31.1）］

太田南
［南行左折レーン設置（H28.3）］
［西行右折レーン延伸（H31.3）］

南六条町（南六条）
［南北左折レーン設置（H30.12）］

三条大路5丁目
［西行右折レーン延伸（R1.5）］

対策実施箇所

モニタリング済み（対策済）
：9箇所
⇒主要渋滞箇所から除外

今回モニタリング箇所
：9箇所

土田西
つ っ た に し

お う じ こ せ ん き ょ う

おおたみなみ

さ ん じ ょ う お お じ

みなみろくじょうちょう

て ん り

しんどう

ご せ じつぎょう と み た

し も と さ

ひがしむろ むろ ほん じん

さ ん じ ょ う お お じ

検証待ち箇所
：4箇所
※対策実施後2年目以降にモニタリング

・主要渋滞箇所選定後から着実に対策
を推進。
・現在までに9箇所が特定解除。
・今回は対策済でデータが蓄積された
9箇所についてモニタリングを実施。

＜対策実施状況（前回協議会時点（R1.8））＞

凡例

：開通路線
：未供用路線

上庄バイパス
［椿井工区］
（H26.10開通）

協和橋東詰
［上庄バイパス部分供用（現道拡幅）（H26.10）］

きょうわばしひがしづめ



主要渋滞箇所のモニタリング方法・結果

・平成29年度渋滞対策協議会において『奈良県内の主要渋滞箇所の特定解除フロー』を決定。
・対策実施箇所や選定基準に2年連続非該当箇所についてモニタリングを実施し、渋滞対策協議会
において解除候補の評価を行うこととなっている。

・今回は9箇所を対象にモニタリングを実施。
・結果、対策済（特定解除）が3箇所、モニタリング継続が1箇所、再検討が4箇所、対策中が1箇所となった。

※対策実施箇所4箇所（三条大路5丁目、新堂ランプ、太田南、南六条町（南六条））は、対策後１年のデータが蓄積されていないため検証待ちとする。
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№ 箇所 抽出基準 主な対策内容（対策日） 区分 対策状況（前回） 対策状況（今回）

－ 土田西交差点 奈良県指標 － 2年連続非該当 対策済（特定解除） －

－ 本町1丁目交差点 2軸 左直車線設置等（H30.2） 対策実施箇所 対策中 －

－ 三室交差点 3軸（休日速度） 交差点内導流表示の変更（H30.2） 対策実施箇所 対策中 －

1 南田原バイパス中交差点 パブコメ+速度 西行左折レーン設置（生駒市）（H29.8） 対策実施箇所 モニタリング継続 対策済（特定解除）

2 王寺跨線橋北交差点 3軸（休日速度） 東行右折レーン延伸（H30.2） 対策実施箇所 モニタリング継続 モニタリング継続

3 室交差点 奈良県指標 京奈和道御所南IC~五條北IC（H29.8） 対策実施箇所 － 対策済（特定解除）

4 小殿北交差点 パブコメ+速度 京奈和道御所南IC~五條北IC（H29.8）
西行右折車線設置（H29.4） 対策実施箇所 － 再検討

5 本陣交差点 3軸（休日速度） 京奈和道御所南IC~五條北IC（H29.8） 対策実施箇所 － 対策中

6 東室交差点 3軸（休日速度） 京奈和道御所南IC~五條北IC（H29.8） 対策実施箇所 － 再検討

7 小槻町交差点 委員意見
京奈和道流入部の区画線変更（H27.9）
橿原北ランプ出口の2車線化（H28.11） 対策実施箇所 － 対策済（特定解除）

8 天理ＩＣ交差点 3軸（休日速度） 導流路（指導線）の設置（H30.3） 対策実施箇所 － 再検討

9 三条大路2丁目交差点 3軸（休日速度） 北行右折レーン2車線化（H30.2） 対策実施箇所 － 再検討

＜モニタリング結果一覧表＞

つ っ た に し

ほ ん ま ち

み む ろ

み な み た は ら

お う じ こ せ ん き ょ う き た

む ろ

お ど の き た

ほ ん じ ん

ひがしむろ

お う づ く ち ょ う

て ん り

さ ん じ ょ う お お じ



【参考】主要渋滞箇所選定時（平成25年1月公表）の基準

指
標
に
よ
り
評
価
し
た
部
分
（1
軸
～
3
軸
）
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【参考】主要渋滞箇所選定時（平成25年1月公表）指標
・全国道路・街路交通情勢調査による交通量調査結果や道路プローブデータ※1を用いて各指標を算出。

項目 指標 判定基準

１軸 交差点損失時間（年間）※2※3 80万人時間／年以上

１’軸
ピーク時交差点損失時間（時間）
※2※3 182.6人時間／時以上

２軸
交差点方向別最低平均旅行速度
（平日）※2

交差点損失時間がワースト50位以内、かつ、
各方向の平均旅行速度のうち、最も低い方向
の平均旅行速度が20km/h以下

３軸
（交差点-１）

交差点方向別最低平均旅行速度
（休日）※2 最も低い方向の平均旅行速度が20km/h以下

３軸
（交差点-２）

鉄道駅からの距離
交差点方向別最低平均旅行速度
（平日）※2

乗降客数5千人/日以上の駅から500m以内
最も低い方向の平均旅行速度が20km/h以下

３軸
（踏切）

踏切遮断量
（1日あたり交通量×遮断時間） 5万台時間/日以上

※1：プローブデータとは、特定のカーナビ等の車載器を搭載した車両について時々刻々のGPS位置情報を記録した
データであり、これを分析することで道路区間別の平均旅行速度を把握することができる

※2：昼間12時間の値による
※3：渋滞損失時間は以下の式により時間帯別に算出し、昼間12時間の値を合計（365日を乗じて年換算）

（時間帯別交通量）×｛（時間帯別の所要時間）－（非混雑時の所要時間）｝×（1台あたりの乗車人員） 4



【参考】奈良県内の主要渋滞箇所の特定解除フロー

主要渋滞箇所

渋滞対策の実施状況を整理

当初設定した条件で主要渋滞箇所の状況を確認

「非該当」が
2年間継続

主要渋滞箇所として、対策実施・モニタリングを継続

これまでに
対策が
未策定

対策の立案

Yes No

対策未実施箇所

渋滞継続渋滞緩和・解消

特定時の指標についてプローブ・渋滞長調査等によるモニタリング

【前回協議会でモニタリング終了案件は省略】

主要渋滞箇所から解除

（ 「対策済」に分類）

主要渋滞箇所からの解除候補
（渋滞対策協議会で総合的な評価）

（ 「対策中」「検討中」
「対策なし」に再分類）

経過観察

再検討

損失時間、旅行速度等の抽出指標を確認

過年度協議会でモニタリング完了内容確認

YesNo

※対策中：対策案について事業中、検討中：対策案について未事業化

渋滞箇所条件に非該当 渋滞箇所条件に該当

対策実施箇所

現地確認
（現地確認時に顕
著な渋滞が認め
られない場合）

対策後2年目以降
※明らかに渋滞していないと認識される場合及び
対策していない箇所のモニタリングは除く

更なる渋滞対策が必要
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（西行）左折レーンの設置（生駒市）（H29.8）

【対策後】

【対策前】

南田原バイパス中交差点

南田原バイパス中交差点

主要渋滞箇所のモニタリング（1/9 南田原バイパス中交差点）

6

（県）中垣内南田原線

市道

国道168号

国道168号

左折レーンの設置

■南田原バイパス中交差点 【モニタリング継続箇所 】
み な み た わ ら

凡例

：主要渋滞箇所
：主要渋滞区間



主要渋滞箇所のモニタリング（1/9 南田原バイパス中交差点）

対策前
H21.9.2（水）

対策後
H30.10.24（水） 評価

方向①：北行 0m 80m 発生

方向②：南行 0m 0m －

方向③：東行 0m 0m －

方向④：西行 300m 40m 緩和

■最新の渋滞状況

■南田原バイパス中交差点 【モニタリング継続箇所 】 選定理由：パブコメ＋平日旅行速度20km/h以下
み な み た わ ら

・「南田原バイパス中交差点」では、対策により西行で渋滞緩和しているが、東行で旅行速度が選定基準を下回るため、速度低
下要因を分析することとなっていた。
・速度算出区間と信号現示を見ると、東行は区間長が短く、信号待ち時間が長いため、信号1回待ちで20km/h未満になりやす
いと考えられる。
⇒【分類案】東行では20km/h以下であるものの渋滞が全く発生しておらず、北行についても短い渋滞であることを踏まえ、『対
策済（特定解除）』に分類する。
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＜平日渋滞長の変化＞

選定時
H24.9-11

対策後
R1.9-11 評価

方向①：北行 25km/h 21km/h ○

方向②：南行 27km/h 25km/h ○

方向③：東行 15km/h 12km/h ×

方向④：西行 14km/h 20km/h ○

＜平日速度の変化＞

＜速度算出区間＞

区間長
選定基準
（旅行速度）

選定基準以上
になる所要時間

（参考）最大
信号待ち時間

（参考）
現状の所要時間

方向①：北行 479m 20km/h 86秒 53秒 81秒

方向②：南行 424m 20km/h 76秒 53秒 62秒

方向③：東行 103m 20km/h 19秒 63秒 31秒

＜選定基準（20km/h）以上で通行するための所要時間＞

＜南田原バイパス中交差点の信号現示＞

青時間 右折専用 赤時間

方向①：北行 50秒 7秒 53秒

方向②：南行 50秒 7秒 53秒

方向③：東行 40秒 7秒 63秒

方向④：西行 40秒 7秒 63秒

※H24：民間プローブデータ、 R1：ETC2.0データ

※太字は対策方向

■東行の速度低下要因

方向①

方向②

方向③

424m

479m

103m

＜例：東行を規制速度40km/hで通行する場合＞

東行の区間
長が短い 東西方向の信号待ち時間が長い

東行の区間長103m

青信号通過

信号待ち

所要時間9秒
旅行速度40km/h

信号待ち1回
で20km/h未満
になりやすい

所要時間9秒
旅行速度20km/h

10秒信号待ち

所要時間9秒 11秒信号待ち
旅行速度19km/h

※太字は対策方向
※方向④：走行履歴データより旅行速度を算出

方向④

324m



■王寺跨線橋北交差点 【モニタリング継続箇所 】

主要渋滞箇所のモニタリング（ 2/9 王寺跨線橋北交差点）

王寺跨線橋北交差点

西側流入部右折レーン延伸（H30.2）

【対策前】

【対策後】

（一）王寺停車場線

停止線の前出し

隣接交差点の右折レーンを
転用し、右折車線を延長

王寺跨線橋北
交差点

国道25号

国道25号
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お う じ こ せ ん き ょ う

凡例

：主要渋滞箇所
：主要渋滞区間



選定時
H24.9-11

対策後
R1.9-11 評価

方向①：南行 16km/h 17km/h ×

方向②：北行 21km/h 21km/h ○

方向③：東行 3km/h 4km/h ×

対策前
H28.10.2（日）

対策後
H30.8.26（日） 評価

方向①：南行 90m 0m 解消

方向②：北行 0m 0m －

方向③：東行 180m 70m 緩和

・「王寺跨線橋北交差点」では、対策により東行で渋滞緩和しているものの、東行で旅行速度が選定基準を下回るため、速度低
下要因を分析することとなっていた。
・速度算出区間と信号現示を見ると、東行は区間長が短く、信号待ち時間も長いため、信号1回待ちで 20km/h未満になりやす
いと考えられる。

■王寺跨線橋北交差点 【モニタリング継続箇所 】

主要渋滞箇所のモニタリング（ 2/9 王寺跨線橋北交差点）
お う じ こ せ ん き ょ う

選定理由：3軸（休日平均旅行速度20km/h以下）

■最新の渋滞状況

＜休日渋滞長の変化＞

＜休日速度の変化＞

※太字は対策方向

＜速度算出区間＞

区間長
選定基準
（旅行速度）

選定基準以上
になる所要時間

（参考）最大信
号待ち時間

（参考）
現状の所要時間

方向①：南行 138m 20km/h 25秒 37秒 29秒

方向②：北行 357m 20km/h 64秒 47秒 60秒

方向③：東行 65m 20km/h 12秒 139秒 57秒

＜王寺跨線橋北交差点の信号現示＞

東行の信号待ち時間が長い

■東行の速度低下要因

方向①

138m
方向③

65m

方向②

357m

青時間 赤時間

方向①：南行 133秒 37秒

方向②：北行 123秒 47秒

方向③：東行 31秒 139秒

東行の区間
長が短い

※太字は対策方向

＜選定基準（20km/h）以上で通行するための所要時間＞

＜例：東行を規制速度40km/hで通行する場合＞
東行の区間長65m

青信号通過

信号待ち

所要時間6秒
旅行速度40km/h

所要時間6秒
旅行速度20km/h

6秒信号待ち

所要時間6秒 7秒信号待ち
旅行速度18km/h

信号待ち1回
で20km/h未満
になりやすい
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・一方、南行は渋滞していないものの、旅行速度が停滞傾向となっている。
⇒【分類案】南行では渋滞の改善がみられるものの旅行速度が停滞傾向であり、いかるがパークウェイの国道25号への接続に
より南北方向の交通状況の変化も想定されるため、『モニタリング継続』に分類する。

■王寺跨線橋北交差点 【モニタリング継続箇所 】

主要渋滞箇所のモニタリング（ 2/9 王寺跨線橋北交差点）
お う じ こ せ ん き ょ う

選定理由：3軸（休日平均旅行速度20km/h以下）
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＜いかるがパークウェイの整備状況＞

既供用区間

いかるがパークウェイ

本線接続（R1.11）

凡例

：主要渋滞箇所
：主要渋滞区間

王寺跨線橋北交差点

接続前

接続後

至 いかるがパークウェイ

至 大和郡山市

至 勢野北口駅 至 香芝市

至 大和郡山市

至 勢野北口駅 至 香芝市

至 いかるがパークウェイ



小殿北交差点の対策内容：（西行）右折車線設置（H29.4）

主要渋滞箇所のモニタリング（室交差点・小殿北交差点・本陣交差点・東室交差点）
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■室交差点・小殿北交差点・本陣交差点・東室交差点 【対策実施箇所 （対策後2年目以降） 】
むろ お ど の き た ほ ん じ ん ひがしむろ

本陣交差点

東室交差点

室交差点

小殿北交差点

【対策前】

【対策後】

小殿北交差点

国道24号

（一）古瀬小殿線

右折レーン
設置(21m)

京
奈
和
自
動
車
道

京奈和自動車道［御所南IC～五條北IC］（H29.8）

御所南IC

五條北IC

凡例

：主要渋滞箇所
：主要渋滞区間

御所IC

橿原高田IC

Ｈ
２
４
．
３
開
通

Ｈ
２
７
．
３
開
通

Ｈ
２
９
．
８
開
通



■室交差点 【対策実施箇所 （対策後2年目以降） 】

主要渋滞箇所のモニタリング（3/9 室交差点）

■対策後の渋滞状況（平日）

対策前
H27.6.24
（水）

対策後
R1.11.19
（火）

判定

方向①：北行 60m 0m 解消

方向②：南行 380m 0m 解消

方向③：東行 80m 50m 緩和

方向④：西行 260m 100m 緩和

■対策後の渋滞状況（休日）

＜時間帯別旅行速度＞
方向①[国道24号・北行]

P

室交差点

方向①

方向②

方向③

※H24：民間プローブデータ、 R1：ETC2.0データ
※太字は対策方向

・「室交差点」では、対策により平日の南北方向での渋滞が解消し、東西方向でも改善している。
・一方、休日の渋滞状況をみると、西行で通過時間が選定基準（5分以上）を一時的に超過している。
⇒【分類案】休日の西行で通過時間が選定基準を超えているものの、選定基準を超えたのは突発事象による1度だけであり、渋
滞の緩和傾向が確認できることから『対策済（特定解除）』に分類する。
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＜平日渋滞長の変化＞

選定時
H24.9-11

最新
R1.9-11

方向①：北行 19km/h × 28km/h ○

方向②：南行 27km/h ○ 34km/h ○

方向③：東行 25km/h ○ 28km/h ○

方向④：西行 30km/h ○ 28km/h ○

＜平日速度の変化＞

選定理由：渋滞延長500m以上or通過時間5分以上
むろ

0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0

7時
台

8時
台

9時
台

10
時
台

11
時
台

12
時
台

13
時
台

14
時
台

15
時
台

16
時
台

17
時
台

18
時
台

平
均

km/h

■：H24年9~11月 ■：R1年9-11月選定基準

御所南IC方向④

京奈和自動車道

対策前

H27.6.28（日）
対策後

R1.12.1（日） 評価

方向①：北行 7分22秒 0分00秒 ○

方向②：南行 0分00秒 0分00秒 ○

方向③：東行 2分38秒 2分45秒 ○

方向④：西行 6分40秒 5分15秒 ×

＜休日通過時間の変化＞

＜時間帯別通過時間＞
方向④[国道309号・西行]

06分40秒

05分15秒

00分00秒

01分00秒

02分00秒

03分00秒

04分00秒

05分00秒

06分00秒

07分00秒

7:
00

7:
30

8:
00

8:
30

9:
00

9:
30

10
:0
0

10
:3
0

11
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選定基準

大型車が沿道施設
（ガソリンスタンド）
へ流入したことより
一時的に基準超過

※太字は対策方向 ※太字は対策方向
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■小殿北交差点 【対策実施箇所 （対策後2年目以降） 】

主要渋滞箇所のモニタリング（4/9 小殿北交差点）

■対策後の旅行速度状況

小殿北交差点

方向①

方向②

方向③

※H24：民間プローブデータ、R1：ETC2.0データ

選定理由：パブコメ＋平日旅行速度20km/h以下
お ど の き た

・「小殿北交差点」では、対策により南行で旅行速度が向上しているものの、西行では旅行速度が20km/h以下となっている。
・対策後の渋滞状況をみると、平日の夕方のみ一時的に渋滞が発生している。
⇒【分類案】西行きでは対策後において20km/h以下となっており、夕方において渋滞も発生しているため、『再検討』に分類する。
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選定時
H24.9-11

最新
R1.9-11

方向①：北行 43km/h ○ 42km/h ○

方向②：南行 37km/h ○ 38km/h ○

方向③：西行 13km/h × 13km/h ×

＜平日速度の変化＞

■対策後の渋滞状況

対策後（平日）

R1.11.27（水）
対策後休日

R1.12.1（日）

方向①：北行 0m 0m

方向②：南行 0m 0m

方向③：西行 120m 0m

＜最大渋滞長＞

方向③[県道古瀬小殿線・西行]

P

＜時間帯別旅行速度の変化＞
方向②[国道24号・南行]

■：H24年9~11月 ■：R1年9-11月

※H24：民間プローブデータ、R1：ETC2.0データ
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選定基準

選定基準

御所南IC

京奈和自動車道

＜時間帯別渋滞長＞
方向③[県道古瀬小殿線・西行]
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※太字は対策方向
※太字は対策方向

平日の夕方において
一時的に渋滞が発生

※対策前のデータがないため、対策後のみ整理



■本陣交差点 【対策実施箇所 （対策後2年目以降） 】

主要渋滞箇所のモニタリング（5/9 本陣交差点）

■対策後の交通状況

本陣交差点
方向③

方向④

方向②
方向①

ほ ん じ ん

・「本陣交差点」では、京奈和自動車道（御所南IC～五條北IC）の開通後、東西方向で交通量が減少し、渋滞も発生していない。
・一方、南北方向では交通量が増加傾向であり、渋滞長に変化がなく、旅行速度も低下している。
⇒【分類案】当該箇所では、奈良県で交差点改良を実施中であるため、「対策中」に分類する。
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選定時
H24.9-11

最新
R1.9-11

方向①：東行 20km/h ○ 17km/h ×

方向②：西行 14km/h × 13km/h ×

方向③：北行 12km/h × 12km/h ×

方向④：南行 25km/h ○ 20km/h ○

＜休日速度の変化＞

選定理由：3軸（休日平均旅行速度20km/h以下）

※H24：民間プローブデータ、R1：ETC2.0データ

五條北IC

京奈和自動車道

対策前
H28.10.2
（日）

対策後
R1.12.1
（日）

評価

方向①：東行 4,800台 4,500台 減少

方向②：西行 5,700台 4,900台 減少

方向③：北行 4,100台 4,300台 増加

方向④：南行 3,300台 3,400台 増加

＜休日12時間交通量の変化＞

対策前

H28.10.2（日）
対策後

R1.12.1（日）

方向①：東行 0m 0m

方向②：西行 0m 0m

方向③：北行 40m 60m

方向④：南行 260m 200m

＜休日渋滞長の変化＞

＜時間帯渋滞長の変化＞
方向④[国道310号・南行]
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※H24：民間プローブデータ、R1：ETC2.0データ

選定基準

※太字は対策方向 ※太字は対策方向

■対策後の速度状況

※太字は対策方向
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■東室交差点 【対策実施箇所 （対策後2年目以降） 】

主要渋滞箇所のモニタリング（6/9 東室交差点）

東室交差点方向③

方向④

方向②方向①

ひがしむろ

・「東室交差点」では、京奈和自動車道（御所南IC～五條北IC）の開通後、西行・北行で交通量が減少しているものの、依然とし
て渋滞が発生している。開通後の旅行速度についても、北行、東行、西行で20km/h以下となっている。
⇒【分類案】京奈和自動車道の開通後、交通量が減少しているものの、依然として旅行速度が低く、選定基準を下回っているた
め、『再検討』に分類する。

選定理由：3軸（休日平均旅行速度20km/h以下）

選定時
H24.9-11

最新
R1.9-11

方向①：東行 5km/h × 10km/h ×

方向②：西行 6km/h × 9km/h ×

方向③：北行 12km/h × 11km/h ×

方向④：南行 23km/h ○ 22km/h ○

※H24：民間プローブデータ、R1：ETC2.0データ
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方向②[国道24号・西行]
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※H24：民間プローブデータ、R1：ETC2.0データ

選定基準

■対策後の交通状況
＜休日速度の変化＞

対策前
H27.6.28
（日）

対策後
R1.12.1
（日）

評価

方向①：東行 4,300台 4,300台 －

方向②：西行 6,200台 5,900台 減少

方向③：北行 8,100台 7,400台 減少

方向④：南行 7,000台 7,000台 －

＜休日12時間交通量の変化＞

対策前
H27.6.28（日）

対策後

R1.12.1（日）

方向①：東行 70m 100m

方向②：西行 80m 70m

方向③：北行 40m 260m

方向④：南行 0m 50m

＜休日渋滞長の変化＞

＜時間帯渋滞長の変化＞
方向②[国道24号・西行]

※太字は対策方向

■対策後の速度状況



小槻町交差点

主要渋滞箇所のモニタリング（7/9 小槻町交差点）
■小槻町交差点 【対策実施箇所 （対策後2年目以降） 】

お う づ く ち ょ う

京奈和道流入部の区画線変更（H27.9）
橿原北ランプ出口の2車線化（H28.11）

橿
原
北
Ｉ
Ｃ

オ
ン
ラ
ン
プ

一般部

小槻町
交差点

京奈和道【対策前】

16

国
道
24
号

橿
原
北
Ｉ
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オ
フ
ラ
ン
プ

【対策後】

ランプ出口の
一般部との合
流部を2車線化

第2車線からも
京奈和道に進
入可能にする

京奈和自動車道



■小槻町交差点 【対策実施箇所 （対策後2年目以降） 】

主要渋滞箇所のモニタリング（7/9 小槻町交差点）

小槻町交差点方向①

方向④方向③

選定理由：委員からの意見
お う づ く ち ょ う

・「小槻町交差点」では、渋滞対策協議会の委員からの指摘により主要渋滞箇所に選定されている。
・対策後は北行で速度向上しており、平日・休日ともに選定基準を超える渋滞が発生していない。

⇒【分類案】当該箇所では、対策により北行きで速度が改善しており、対策後に顕著な渋滞も見られないため、対策済（特定解除）に分類
する。

■対策後の旅行速度状況

※H24：民間プローブデータ、H30：ETC2.0データ

選定時
H24.9-11

最新
R1.9-11

方向①：北行 29km/h 49km/h

方向②：南行 30km/h 27km/h

方向③：東行 － －

方向④：西行 － －

＜平日旅行の変化＞

■対策後の渋滞状況

対策後平日

R1.10.3（木）
対策後休日

R1.10.6（日）

方向①：北行 0m 0m

方向②：南行 50m 0m

方向③：東行 40m 0m

方向④：西行 70ｍ 0m

＜最大渋滞長＞

方向②[国道24号・南行]

＜時間帯別旅行速度の変化＞
方向①[国道24号・北行]
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※H24：民間プローブデータ、R1：ETC2.0データ 17

方向②

選定基準

選定基準

＜京奈和自動車道の整備状況＞

※太字は対策方向

※太字は対策方向

小槻町交差点

整
備
中

整
備
済



導流路（指導線）の設置（H30.3）

【対策後】

【対策前】

天理ＩＣ交差点

主要渋滞箇所のモニタリング（8/9 天理IC交差点）

18

■天理IC交差点 【対策実施箇所 （対策後2年目以降） 】
て ん り

導流路の明示

導流路の明示

行先の明示

国道169号

国道169号

(主)天理環状線

西名阪自動車道

国道25号



主要渋滞箇所のモニタリング（8/9 天理IC交差点）

19

・「天理IC交差点」では、対策により南行で速度向上しているものの、全ての方向で20km/h以下となっている。
・対策後の渋滞状況をみても、西行・北行で選定基準を超過している。
⇒【分類案】南行で旅行速度が改善しているものの、全ての方向で選定基準を下回るため、『再検討』に分類とする。

■天理IC交差点 【対策実施箇所 （対策後2年目以降）】

19

天理IC交差点方向④

方向③

方向①
方向②

て ん り

選定理由：3軸（休日平均旅行速度20km/h以下）

■対策後の旅行速度状況

選定時
H24.9-11

最新
R1.9-11 評価

方向①：東行 15km/h 10km/h 低下

方向②：西行 13km/h － －

方向③：北行 23km/h 17km/h 低下

方向④：南行 10km/h 14km/h 向上

＜休日速度の変化＞

※H24：民間プローブデータ、R1：ETC2.0データ

方向③[国道169号・北行き]

＜時間帯別旅行速度の変化＞
方向④[国道169号・南行]

■対策後の渋滞状況

対策前

H23.11.6（日）
対策後

R1.7.28（日）

方向①：東行 30m 60m

方向②：西行 70m 120m

方向③：北行 10m 900m

方向④：南行 0m 0m

＜休日最大渋滞長の変化＞

＜休日通過時間の変化＞

対策前

H23.11.6（日）
対策後

R1.7.28（日）

方向①：東行 2分47秒 4分45秒

方向②：西行 5分12秒 7分36秒

方向③：北行 2分41秒 8分40秒

方向④：南行 41秒 0分00秒
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北行右折レーン2車線化（H30.2）

三条大路2丁目交差点

主要渋滞箇所のモニタリング（9/9 三条大路2丁目交差点）

20

■三条大路2丁目交差点 【対策実施箇所 （対策後2年目以降） 】
さ ん じ ょ う お お じ に ち ょ う め

【対策前】

【対策後】

奈良生駒線

奈良
高架橋

三条大路
二丁目
交差点

三条大路
二丁目
交差点

奈良
高架橋

奈良生駒線

国道24号

国道24号

右折レーンから

はみ出した車両が
直進車両を阻害

右折レーン1車線

右折車両のはみ
だしを回避し

北行交通を円滑化

高架橋直下を利用し
右折レーンを2車線化
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■三条大路2丁目交差点 【対策実施箇所 （対策後2年目以降） 】

主要渋滞箇所のモニタリング（9/9 三条大路2丁目交差点）

三条大路2丁目交差点方向③

方向④

方向②方向①

さ ん じ ょ う お お じ に ち ょ う め

・「三条大路2丁目交差点」では、対策により北行で速度向上がみられるものの、全ての方向で20km/h以下となっている。
・対策後をみると、交差点の通過時間が選定基準を超えている状況である。
⇒【分類案】北行で速度向上がみられるものの、対策後も選定基準を下回っているため、『再検討』に分類する。

21

選定理由：3軸（休日平均旅行速度20km/h以下）

■対策後の旅行速度状況

選定時
H24.9-11

最新
R1.9-11 評価

方向①：東行 9km/h 9km/h －

方向②：西行 9km/h 10km/h 向上

方向③：北行 12km/h 14km/h 向上

方向④：南行 11km/h 13km/h 向上

＜休日速度の変化＞

※H24：民間プローブデータ、R1：ETC2.0データ

＜時間帯別旅行速度の変化＞
方向③[国道24号・北行]

■対策後の渋滞状況

対策前

H30.3.3（土）
対策後

R1.10.6（日）

方向①：東行 90m 140m

方向②：西行 10m 0m

方向③：北行 130m 190m

方向④：南行 170m 120m

＜休日最大渋滞長の変化＞

＜休日通過時間の変化＞

対策前

H30.3.3（土）
対策後

R1.10.6（日）

方向①：東行 5分17秒 5分42秒

方向②：西行 2分39秒 0分00秒

方向③：北行 5分09秒 5分57秒

方向④：南行 7分07秒 5分27秒

■：H24年9~11月 ■：R1年9-11月

※H24：民間プローブデータ、R1：ETC2.0データ
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選定基準

※太字は対策方向 ※太字は対策方向

※太字は対策方向
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今年度までの対策実施状況

表示エリア
（全主要渋滞箇所を含むエリア）

勾田町
［右折車線設置（H26.3）］

慈恩寺北
［脇本道路（現道拡幅）供用（H26.3）］

玉手、御所実業南、冨田
［京奈和自動車道（H27.3）］

中町中川
［中町中川北交差点に集約（H26.9）］

下土佐
［高取バイパス部分供用（H24.4）］

小槻町
［京奈和道流入部の区画線変更（H27.9）］
［橿原北ランプ出口の2車線化（H28.11）］

東室、室、小殿北、本陣
［京奈和自動車道（H29.8）］
［（小殿北）右折車線設置（H29.4）］

三条大路2丁目
［右折レーン2車線化（H30.2）］

王寺跨線橋北
［右折レーン延伸（H30.2）］

南田原バイパス中
［左折レーン設置（生駒市）（H29.8）］

天理IC
［導流路（指導線）の設置（H30.3）］

お ど の き た

みなみたわら

なかちょうなかがわ

まがた ちょう

じ お ん じ き た

た ま で

おうづくちょう

新堂ランプ
［南行右折レーン延伸（H31.1）］

太田南
［西側流入部右折レーン延伸（H30.2）］

南六条町（南六条）
［南北左折レーン設置（H30.12）］

三条大路5丁目
［西行右折レーン延伸（R1.5）］

対策実施箇所
モニタリング済み（対策済）
：9箇所＋3箇所
（南田原バイパス中交差点、室交差点、小槻町交差点）
⇒主要渋滞箇所から除外

土田西
つ っ た に し

お う じ こ せ ん き ょ う

おおたみなみ

さ ん じ ょ う お お じ

みなみろくじょうちょう

て ん り

しんどう

ご せ じつぎょう と み た

し も と さ

ひがしむろ むろ ほん じん

さ ん じ ょ う お お じ

検証待ち箇所（モニタリング継続も含む）
：5箇所

＜今年度までの対策実施状況＞

前回協議会（R1.8）の状況

今回協議会（R2.2）の状況

再検討
：4箇所
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京奈和自動車道［御所IC～御所南IC］
（H27.3開通）

脇本道路
（H26.3開通）

高取バイパス
（H24.4部分開通）

清滝生駒道路

京奈和自動車道［御所南IC～五條北IC］
（H29.8）

対策中
：1箇所

上庄バイパス
［椿井工区］
（H26.10開通）

協和橋東詰
［上庄バイパス部分供用（現道拡幅）（H26.10）］

きょうわばしひがしづめ


